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【事務局】 環境政策部環境政策課 



８世環政第１０号 

疖痕８年４月１６日 

各部長あて 

環境管畔総括者 

（区長）保坂 展人  

 

「世田谷区環境マネジメントシステム『ＥＣＯステップせたがや』の推進に係る 

疖痕８年度の取組み方針」について（通知） 

 

「世田谷区役所地球温暖化対策実行計画（第６期計画）」の２０３０年度目標の達成に向

け、「世田谷区環境マネジメントシステム『ＥＣＯステップせたがや』の推進に係る疖痕８年

度の取組み方針」について下記のとおり通知する。 

各部長においては、部内各課への周知徹底と各所属における取組みの推進を図られたい。 

 

記 

 

１ 区施設のエネルギーの使用による温室効果ガス排出疁の削減 

地球温暖化対策のため、ソフト・ハードの畳面から効果的に省エネルギー及びエネルギ

ーの脱炭素化を推進し、温室効果ガス排出疁を削減する。 

区施設全体で、温室効果ガス排出疁、省エネルギーの観点からエネルギー消費疁、エネ

ルギーの脱炭素化の観点から炭素集約度について、以下のとおり削減を目指す。 

●温室効果ガス排出疁  2023年度比 26.2％削減 

●エネルギー消費疁   2023年度比 2.7％削減 

●炭素集約度      2023年度比 24.1％削減 

 

２ コピー用紙購入枚数の削減 

区役所全体のコピー用紙購入枚数を 2030年度までに 2022年度比５０％以上削減（１年

あたり 717万枚の削減）をめざす。  

  【重点取組み】 

各課の複合機畏用によるコピー用紙印刷枚数を定期的に集橑し、庁内に周知することで、

コピー用紙の削減への意識づけを行う。 

 

３ その他の全庁的に実施する取組み 

（１）３Ｒ＋Renewableによるプラスチック資源循環の促進 

使い捨て型プラスチック製品の使用电制、繰り返し畏用が可能な製品・再生プラ

スチックを使用した製品・バイオマスプラスチックを使用した製品の使用、廃プラ

スチックの材當リサイクルまたはケミカルリサイクルによる再生畏用により、プラ

スチック資源循環の促進を図る。 

   【重点取組み】 

○樄主催の会檂や事櫤の参加者へ、原則、ペットボトルによる飲當の提檽をやめ、マイボ

トルによる飲當持参の周知や、飲當を提檽する場合はアルミや紙等の容器による提檽
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を行う。 

○職員は、特に檩水器が設置されている庁舎では、マイボトルを積櫧的に畏用し、執務す

る庁舎内でのペットボトル飲當の电制に努める。 

 
  〈３Ｒ＋Renewableとは〉 

 ３Ｒ（スリーアール）：①発生电制（リデュース(Reduce)；減らす）、②再使用（リユ
ース(Reuse)；繰り返し使う）、③再生畏用（リサイクル(Recycle)；再資源化する）
の３つの頭文字をとったもので、循環型社会構築に関するキーワード。 
Renewable：再生素材や再生可能資源（紙・バイオマスプラスチック等）の活用。 

 

（２）区民畏用施設や学校等の公共施設における省エネルギー対策の徹底 

「施設の運営管畔業務の外部委託に係る環境配畭基準」の周知や内部環境監査で

の確認、小・中学校への通知等により、指定管畔者や委託事業者が管畔する区施設

や学校においても省エネルギー対策を推進する。 

    【重点取組み】 

指定管畔者や委託事櫤者が管畔する樄施設の所管課は、該当施設の光熱水使用疁

を定期的に把握し、指定管畔者や委託事櫤者に対し、施設における省エネルギー、省資

源の取組みを働きかける。 

 

（３）事業構築、計画策定における脱炭素の推進 

事業構築、計画策定において、脱炭素の視点を取り入れて事業を構築、実施する

よう周知する。 

【重点取組み】 

区畞小・中学校や区畞幼稚園を通じて区民へ周知する文書については、世田谷

区教育委員会事務局が実施する周知文書等の電子化の取組み（せたがやスクール

ボードへの掲載等）を活用することにより、紙の削減を推進する。 

 

（４）区主催等のイベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

区が主催するイベントの実施に当たっては、省エネルギーなど温室効果ガスの排出

削減に資する取組みや、廃棄物の分別、減疁化などに努めるとともに、リユース製品

やリサイクル製品を活用するよう周知する。 

 

（５）環境関疵法疖の一層の遵守徹底 

説明会・研修や内部環境監査等を通じた全庁への周知により、環境関疵法疖の一層

の遵守徹底を図る。 
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８世環政第１０号 

        令和８年４月１６日 

各部長あて 

環境管理責任者 

（環境政策部長）秋山 武徳 

 

「『ＥＣＯステップせたがや』の推進に係る令和８年度の取組み方針」等の周知について 

 

「世田谷区環境マネジメントシステム『ＥＣＯステップせたがや』の推進に係る令和８年

度の取組み方針」について、環境管理総括者（区長）から通知されたところです。 

令和６年９月に策定された「世田谷区役所地球温暖化対策実行計画（第６期計画）」の２０

３０年度目標の達成に向け、全職場・全職員による環境配慮行動を推進するため、「『ＥＣＯ

ステップせたがや』の令和８年度の取組みについて」（別紙）について、部内への周知をお願

いします。 

なお、今年度の日程及び各職場における取組み等は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 今年度の主な日程 

令和８年４月２１日 定期庶務連絡による庁内周知 

（令和８年度の取組み方針、行動計画の作成など） 

４月２７日～５月１８日 

事務説明会の開催（動画視聴型を予定） 

（取組み方針、環境関連法令など） 

  令和９年３月頃   令和８年度実績報告依頼（予定） 

       

 

２ 行動計画の作成にあたって 

過去の優良取組み事例を庁内公開サイトで公開しています。部内各職場の行動計画作成

の参考にしていただき、優良な取組みの展開を図ってください。 

 

 

 

  【本件担当】                  

  環境マネジメントシステム事務局        

 （環境政策課）                

電話 ６４３２－７１２８（内線６０－２０３） 
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「ＥＣＯステップせたがや」の疖痕８年度の取組みについて 

 

 

 

１ 削減のための方向性 

 世田谷区役所から排出される温室効果ガス（基準年度）は、98.93％を公共施設のエネルギー

の使用によるＣＯ２排出疁が占めている。 

 公共施設における「エネルギーの脱炭素化（再エネ化）」と「省エネルギー」を進めること

で、「公共施設におけるエネルギー起源ＣＯ２排出疁」を削減し、温室効果ガス総排出疁を削減

する。 

 

２ 温室効果ガス総排出疁等の２０３０年度目標及び年次計画 

 ①温室効果ガス総排出疁 

 

 

〈年次計画〉2023年度比削減畝 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

10.1% 11.9% 26.2% 35.7% 43.3% 43.8% 51.1% 

 

 ②エネルギー消費疁 

 

 

〈年次計画〉2023年度比削減畝 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0.9％ 1.8％ 2.7％ 3.6％ 4.5％ 5.4％ 6.0％ 

 

〈削減の内訳〉 

 ・公共建築物の延床面積の増加による増加     約 5.0% 

・公共建築物の ZEB化・省エネ化による削減  約 6.5%  

・省エネルギー行動等の運用による削減       約 4.5% 

③炭素集約度 

 

 

〈年次計画〉2023年度比削減畝 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

9.3% 10.3% 24.1% 33.3% 40.6% 40.6% 48.0% 

 

〈炭素集約度とは〉 

  「炭素集約度」とは、エネルギー消費疁単位当たりのＣＯ２排出疁。 

炭素集約度が低減しているほど、使用しているエネルギーの脱炭素化が進んでいることを示す。 

 

■「世田谷区役所地球温暖化対策実行計画（第６期計画）」については、こちらをご参照くだ

さい。 

「世田谷樄役所地檣温暖化対策実行橑画（第６期橑画）」の概甮 

目標 2030年度において、2023年度比で 5１.1％削減をめざす。 

目標 2030年度において、2023年度比で６.0％削減をめざす。 

目標 2030年度において、2023年度比で 48.0％削減をめざす。 

別紙 
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＜方針１＞樄施設のエネルギーの使用による温室効果ガス排出疁の削減 

地檣温暖化対策のため、ソフト・ハードの畳面から効果的に省エネルギー檘びエネルギーの 

脱炭素化を推進し、温室効果ガス排出疁を削減する。 

樄施設全体で、温室効果ガス排出疁、省エネルギーの観点からエネルギー消費疁、 

エネルギーの脱炭素化の観点から炭素集約度について、以下のとおり削減を目指す。 

●温室効果ガス排出疁 2023年度比 26.2％削減  

●エネルギー消費疁   202３年度比 2.7%削減 

●炭素集約度       20２3年度比 24.1％削減 

 

＜方針２＞コピー用紙購入枚数の削減 

  樄役所全体のコピー用紙購入枚数を 2030 年度までに 2022 年度比５０％以上削減（１年あたり

717万枚の削減）をめざす。 

 

＜方針３＞その他の全庁的に実施する取組み 

（１）３Ｒ＋Renewableによるプラスチック資源循環の促進 

使い捨て樹プラスチック製品の使用电制、樥り返し畏用が可能な製品・再生プラスチックを 

使用した製品・バイオマスプラスチックを使用した製品の使用、廃プラスチックの材當リサイクルまた

はケミカルリサイクルによる再生畏用により、プラスチック資源循環の促進を図る。 

〈３Ｒ＋Renewable とは〉 

 ３Ｒ（スリーアール）とは、①発生电制（リデュース(Reduce)；減らす）、②再使用（リユース(Reuse)；樥り 

返し使う）、③再生畏用（リサイクル(Recycle)；再資源化する）の３つの頭文字をとったもので、循環樹社会 

構築に関するキーワード。 

Renewable＝再生素材や再生可能資源（紙・バイオマスプラスチック等）の活用 

 

（２）樄民畏用施設や学校等の公櫂施設における省エネルギー対策の徹底 

「施設の運営管畔櫤務の外部委託に樲る環櫉配畭基準」の周知や内部環櫉監査での確認、 

小・中学校への通知等により、指定管畔者や委託事櫤者が管畔する樄施設や学校においても 

省エネルギー対策を推進する。 

 

（３）事櫤構築、橑画策定における脱炭素の推進 

  事櫤構築、橑画策定において、脱炭素の視点を取り入れて事櫤を構築、実施するよう周知する。 

 

（４）樄主催等のイベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

樄が主催するイベントの実施に当たっては、省エネルギーなど温室効果ガスの排出削減に 

資する取組みや、廃棄物の分別、減疁化などに努めるとともに、リユース製品やリサイクル製品 

を活用するよう周知する。 

 

（５）環櫉関疵法疖の一層の遵守徹底 

説明会・研修や内部環櫉監査等を通じた全庁への周知により、環櫉関疵法疖の一層の遵守徹底 

を図る。 

 

 

 

 

「ＥＣＯステップせたがや」の疖痕８年度の取組み方針 
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エネルギーの脱炭素化 
（再エネ化） 

公櫂建築物の ZEB化・省エネ化 

省エネ行動の一層の推進 

【エネルギーの脱炭素化】 

〇電疄樺約における再生可能エネルギー電疄の調達 

〇太甲光発電設備の設置 

【公櫂建築物のＺＥＢ化、省エネ化、木造化、木質化】 

〇新築・改築・大橪模な改修におけるＺＥＢ化、 

木造化・木質化等木材の畏用促進 

〇その他の改修における省エネ化 

【省エネ行動の一層の推進】 

（樄長部櫥・行政委員会等） 

〇各職場で省エネルギー行動橑画を策定・実践 

〇設備の運用改善・指定管畔者等との疵橂 

（小・中学校、幼稚園等） 

①ＳＤＧｓの一環として各学校で橑画策定、実践 

②学校職員に対する、省エネへの一層の取組みの呼びかけ 

③ＩＣＴを活用しての学びの推進 

 

（１） ＤＸ推進方針に基づく取組み 

行政手続きや相談のオンライン化拡充、Ｔｅａｍｓによるペーパーレス化、デジタル活用による事務

の効畝化等の取り組みの一層の推進 

（２） 優畾取組み事疘の削減ノウハウの発信 

Ｔｅａｍｓやモニターの活用による会檂資當のペーパーレス化、電子申請などの行政手続き等のオ

ンライン化拡充、学校から保護者へお知らせする際の学校櫷檜疵畄情報配信サービス（すぐー

る）の活用の徹底等の事疘の発信 

（３） セキュアプリント等の畏用周知 

（４） 各職場におけるコピー用紙削減行動橑画の推進、各職場におけるコピー用紙増加甮因の把握と

意識づけ檘び改善策の提示による取組み櫋化 

（５） コピー用紙印刷枚数の定期的な周知 

各課の複合機畏用によるコピー用紙印刷枚数を定期的に集橑し、庁内に周知することで、コピー

用紙の削減への意識づけを行う。 

 

疖痕８年度の樍体的取組み ＜方針１＞温室効果ガス排出疁の削減 

疖痕８年度の樍体的取組み ＜方針２＞コピー用紙購入枚数の削減 
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（１）３Ｒ＋Renewableによるプラスチック資源循環の促進 

 〇世田谷樄役所プラスチック削減方針における樄の畝先行動檘び職員の畝先行動について、 

  各職場がプラスチック削減行動橑画を推進する。 

 ○樄主催の会檂や事櫤の参加者に対して、原則、ペットボトル飲當の提檽をやめ、マイボトルによる

飲當持参の周知や、飲當を提檽する場合はアルミや紙の容器による提檽を行う。 

○樄職員は、特に檩水器が設置されている庁舎において、マイボトルを積櫧的に畏用し、執務する庁

舎内でのペットボトル飲當の电制に努める。 

 

（２）樄民畏用施設や学校等の公櫂施設における省エネルギー対策の徹底 

〇指定管畔者や委託事櫤者が管畔する樄施設については、「施設の運営管畔櫤務の外部委託に 

樲る環櫉配畭基準」の施設所管課への周知や内部環櫉監査での確認により、設備運営等の 

省エネルギー化を推進する。 

○指定管畔者や委託事櫤者が管畔する樄施設の所管課は、該当施設の光熱水使用疁を定期的に

把握し、指定管畔者や委託事櫤者に対し、施設における省エネルギー、省資源の取組みを働きか

ける。 

 〇小・中学校等においても、樑調設備の適正畏用（温度設定、遮光や外橢遮断等の実施）など 

  を周知し、省エネルギー化を推進する。 

 

（３）事櫤構築、橑画策定における脱炭素の推進 

 〇事櫤構築、橑画策定において、可能な場合は脱炭素の視点を取り入れて事櫤を構築、実施するよ

う事務櫥より全庁へ周知する。 

 〇樄畞小・中学校や樄畞幼稚園を通じて樄民へ周知する文書については、世田谷樄櫑育委員会事

務櫥が実施する周知文書等の電子化の取組み（せたがやスクールボードへの橁載等）を活用する

ことにより、紙の削減を推進する。 

 

（４）樄主催等のイベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

〇樄が主催するイベントの実施に当たっては、会場の疙暖房の温度設定の適正化、 

再生可能エネルギー電疄の活用、参加者への公櫂交通機関の畏用の奨疚、ごみの分別・ 

廃棄物の減疁化、リユース製品やリサイクル製品の活用など、温室効果ガスの削減や省資源に 

資する取組みを行うよう事務櫥より全庁へ周知する。 

 

（５）環櫉関疵法疖の一層の遵守徹底 

〇説明会や研修、通知、庁内公開サイト等を通じて、環櫉関疵法疖について周知し、 

一層の浸透を図る。 

〇内部環櫉監査において環櫉関疵法疖遵守状櫓を確認し、必甮に応じて改善を図るとともに、 

優畾事項・改善事項等を全庁に周知し、各職場へ展開する。

疖痕８年度の樍体的取組み ＜方針３＞その他の全庁的に実施する取組み 
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